
就学に関する支援制度のご案内就学に関する支援制度のご案内
　町では、小学生から大学生までの子どもを持つ家庭に対し、さまざまな
資金支援制度を設けています。支援を希望するかたは、教育委員会事務局　
学校教育係（役場庁舎２階　☎76-0201）までお問い合わせください。

名　称 就学援助制度 奨学金貸付制度 入学準備金貸付制度 教育資金利子補給金交付制度

種　別 助　成（返還不要） 貸　付（無利子）
※返還は卒業６か月後から

貸　付（無利子）
※返還は入学６か月後から 助　成（返還不要）

対象者 町立小・中学校に通う児
童生徒の保護者 本人または保護者 保護者 教育ローンの貸付けを受け

た保護者

内　容 学用品費、修学旅行費な
どに対する助成

授業料などに対する貸付
例大学生月額40,000円

入学費用に対する貸付
例大学入学予定者500,000円

過去１年間に支払った教育
ローンの利子分を助成
(限度額30,000円)

申 請 条 件
（主なもの）

◎�児童扶養手当などを受
けている世帯
◎�生活保護を受けている
世帯
◎�住民税などの非課税・
減免世帯
◎�その他経済的にお困り
の世帯　　　　　など

◎町内に１年以上居住していること
◎連帯保証人を立てられること
◎同種の貸付を受けていないこと
◎住民税などを滞納していないこと　など

◎�町内に１年以上居住して
いること

◎�ローンの返済に滞納がな
いこと

◎�住民税などを滞納してい
ないこと　など

２.制度の概要

※詳細については、以下および次のページをご覧ください。

１.利用できる制度

※　　　に該当するかたが支援制度の対象になります。

制 度 内 容 小 学 校 中 学 校 高 校 な ど 大学・短大・専門学校など
就 学 援 助 制 度
奨 学 金 貸 付 制 度
入 学 準 備 金 貸 付 制 度
教育資金利子補給金交付制度

費　　目 小学生 中学生

学用品費 11,630円 22,730円

通学用品費
(１年生除く) 2,270円 2,270円

新入学学用品費
(１年生のみ) 57,060円 63,000円

校外活動費
(宿泊無し) 1,600円 2,310円

校外活動費
(宿泊有り) 3,690円 6,210円

修学旅行費 実費相当額 実費相当額
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４
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３
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。
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奨 学 金
(月額)

入学準備金
(１回)

中 学 校 貸付制度なし 200,000円

高 等 学 校 20,000円 250,000円

高等専門学校 30,000円 250,000円

大学・短大 40,000円 500,000円

専 修 学 校
(高　等) 20,000円 250,000円

専 修 学 校
(専　門) 30,000円 500,000円

各
支
援
制
度
の
申
請
方
法
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。
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０
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合
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せ
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貸
付
制
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教
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資
金
利
子
補
給
金
交
付
制
度

■�申請期間＝令和８年１月５日㈪から令和８年２月27日㈮
■対 象 額＝�令和７年１月１日から12月31日に返還した奨学金の額
■補  助 額＝�対象額の３分の２（上限額16万円）
■�補助対象者＝以下の条件のすべてを満たすかた
　・大学などに、在学している期間に奨学金の貸与をうけていること 
　・前年に返還すべき奨学金の返還が終わっていること 
　・補助金申請をする年の１月１日時点において、町内に住所を有していること
　・継続して５年以上町に居住する意思があること 
　・補助金を申請する日の属する年に、就業していること 
　・補助金を申請する年度の１月１日時点において35歳以下であること 
　・町税を滞納していないこと 
　・美里町暴力団排除条例（平成24年条例第11号）第２条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
　詳しくは広報みさと12月号もしくは町ホームページをご確認ください。

美里町奨学金返還支援事業
　美里町に定住するかたを対象に、大学などの在学時に借り入れた奨学金返還額の一部を補助する制度です。

13  令和８年１月 広報みさと１月号　№654　12  

生 活 情 報
l i fe

生 活 情 報
l i fe


